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DVD（成果品PDF、抜粋版PDF) 建築物耐震判定委員会

 *１週間以内に発行 一般社団法人滋賀県建築士事務所協会 耐震診断審査検討委員会

審査工程で不適となり、全体説明会に振り戻しとなった場合は、追加手数料が必要となる場合があります。

説明会（本受付）通過後に、再申請となった場合または、途中終了した場合でも、手数料が発生します。請
求書の取り消しは有りません。又如何なる理由が有っても納入された手数料の返却は有りません。再申請に
は新たに手数料が必要となります。

判定委員会で不適となった場合は、原則再申請が必要となります。（不適合判定となります。）

判定申込は、毎月20日迄に成果品及び抜粋版のＰＤＦを（一社）滋賀県建築士事務所協会審査検討委員会
（shiga.taishin@star.ocn.ne.jp)宛てに送り、次月の説明会（ヒアリング）にて本受付となります。

（（一社）滋賀県建築士事務所協会のメールアドレスとは異なりますので注意してください）

審査検討委員会の委員及び診断受注者は原則現地出席とします。

令和 4年 6月 1日

診断担当者とは、実際に診断計算・現地調査を行った者を指します。

判定委員会開催までに判定手数料の入金確認が出来なかった物件は、原則次月送りとなります。
（入金が確認出来ない場合は、判定委員会を受けられません）

修正事項がある場合は、質疑回答議事録を診断受注者が作成する事とします。

説明会（ヒアリング）は、診断受注者による説明とします。

説明会(ヒアリング）終了後、希望者には判定評価書（表紙）を即日発行します。
ただし審査状況により、取り消される場合があります。取り消し通知が発行された場合は速やかに返却をお
願いします。

審査・訂正は１週間で処理する事を原則としますが、処理出来ない場合は、次月回しとなります。

判定委員会

出席者：判定委員＋審査検討委員

（診断受注者）

開催日：第４又は第５水曜日

出席者：審査検討委員

 OK

会議は原則、毎週水曜日開催としますが、祭日と重なる場合、又は、判定委員の都合により開催
日は水曜前後で変更する場合があります。

5月はGWのため、8月はお盆休暇の状況により、判定委員会が開催されない可能性があります。又
12月、1月は年末年始休暇のため、開催は1回となります。（11月20日迄申請→1月末完了）

特別委員・判定委員の方は原則リモートによる出席も可とします。

判定評価書

開催日・随時

開催日：第２水曜日

全体会議

出席者：審査検討委員会

開催日：第３又は第４水曜日

説明会（ヒアリング）

主席者：審査検討委員＋診断受注者

開催日：第１水曜　(本受付）

内部審査

審査検討委員担当者
＋診断担当者

修正要

 修正無

修正要

 修正無

審査・訂正

審査検討委員担当者
＋診断担当者

審査・訂正

　　　建築物耐震診断等判定に関するフロ－

申請者

通
知
文

修正要

 修正無

審査・訂正

仮受付

審査検討委員担当者
＋診断担当者

発注者

書類審査

返
却

審査検討委員会

審査期間は受付日より３ヶ月以内とします。

　（3ヶ月以内に書類が整わず判定委員会に提出出来ない場合は差戻し再申請となります。）

場所：協会事務局

　
（

追
加
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有

）

申請者は、建物の所有者、使用者、又は建物経営事業者とします。

請求書発行
判定評価書（表紙）交付(希望者）

説明会(ヒアリング）で診断書類・診断内容に大きな不備がある場合受付できない場合があります。

診断受注者とは、診断を受注した事業者（担当者）と実際に診断計算・現地調査を行った者の両名とします。
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